
別冊 2 

舞鶴工業高等専門学校「学校いじめ防止等基本計画」 

－早期発見・事案対処マニュアル－ 
 

１.いじめの早期発見 
  いじめは陰湿化・潜在化し、把握しにくくなっています。そこで本校では、次の①から③に

掲げる要件を満たしている場合には、積極的にいじめ懸案事項として認知を行います。 

① 行為を行ったＡと行為の対象となったＢが共に学生であり、ＡとＢの間に一定の人的

関係が存在すること 

② ＡがＢに対して心理的又は物理的な影響を与える行為を行った場合（インターネット

等を通じて行われたものを含む） 

③ 当該行為の対象となったＢが心身の苦痛を感じていること 

  これらの要件の認知にあたっては、加害行為の継続性や集団性、一方的で力関係があるなど

の要素を必ずしも必要とはしません。そのため教職員は日ごろから学生をしっかりと観察し、

別紙 1「いじめの態様のチェックリスト」を活用して、行動や生活の様子の小さな変化も見逃

さず、いじめではないかという視点で、いじめを見逃さないように積極的に認知します。 

  なお、未然に解決した事例はすみやかに情報を集約し「いじめ懸案事項報告書（様式）」に概

要をまとめ、定期的に開催されるいじめ対策委員会に報告し情報共有を行います。 

 

 Ⅰ．学生相談を通した把握（学生相談室） 

  学校全体で定期的な面談の実施や、学生が希望する場合には面談ができる学生相談体制を

確立し、いじめられている学生や周りの学生、保護者が相談しやすい環境を整備することに

努め、学生、保護者からの相談に真摯に対応することにより、いじめの早期発見につながる

ようにします。 

 

 Ⅱ．アンケート調査による把握（いじめ防止対策委員会）   

   年間４回以上のアンケート調査を実施し、学生を客観的に把握することにします。実施方     

法（記名式や書式の変更等）や実施対象については、状況に応じて配慮して実施します。 

   ① アンケート調査や教育相談において、学生が自らＳＯＳ発信すること及びいじめの情

報を教職員に報告することは、当該学生にとっては多大な勇気を要するものであること

を教職員は理解しています。 

   ② アンケート終了後は、すみやかに記載内容を確認し、いじめに発展しそうな事例や相

談があった場合は、内容に応じて、学生主事、寮務主事、学生相談室長を中心に迅速な 

対応を行います。 

   ③ アンケート調査や学生相談の記録については、適切に保管します。 

 

  Ⅲ．懸案事項を認知した場合の対応 

   ① 学校生活上（学寮内除く）の事項 → 学生主事へ報告 

   ② 学寮内での事項         → 寮務主事へ報告 

   ③ 学生相談を通した事項      → 学生相談室長へ報告 

    報告を受けた主事又は相談室長は、関係する担任などの教職員と協議のうえ、必要があ

れば専門家の意見を求めて対応を行います。 

    これらの対応により未然に解決した事例は、情報を集約し、「いじめ懸案事項報告書（様

式 1」により概要をまとめ、いじめ対策委員会に報告を行います。 

 

 

２．いじめに対する取組み（別紙「いじめの解消と再発防止のためのフロー図」参照） 

Ⅰ. いじめの発見・通報を受けた時の対応 

   教職員がいじめを認知した、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場で速やかに止

めさせることを最優先とします。また、いじめに関係している学生に適切な指導を行い、そ



のいじめに対して、早い段階から組織対応するために全教職員に周知し、多方面から的確か

つ迅速に対応します。さらに保護者への対応も誠意を持ち、問題解決のために信頼関係と協

力体制を確立します。 

 

  ⅰ）いじめを受けた学生やいじめを通報した学生の安全の確保 

    いじめの相談や通報に来た学生から話を聞く場合は、他の学生の目に触れないよう、時

間や場所等に十分な配慮を行い、それらの学生を徹底して守るため、休み時間や放課後、

学寮等においても教職員が見守る体制を整備します。 

  ⅱ）「いじめ対策委員会」による対応 

    発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、いじめ事案に迅速かつ適切に組織対応

するため、「いじめ対策委員会」に報告（報告先は、事案により次の①から③に分類）して

情報を共有します。委員会では、問題解決のための方策を検討し、全教職員の協力体制の

下に対応します。 

   【報告先】 

     ① 学校生活上（学寮内除く）の事項 → 学生主事へ報告 

     ② 学寮内での事項         → 寮務主事へ報告 

     ③ 学生相談を通した事項      → 学生相談室長へ報告 

    報告を受けた主事又は相談室長は、ただちに校長へ報告し、緊急のいじめ対策委員会を

開始します。事案によっては、機動的な事案対処チームを組織します。 

  ⅲ）多方面からの情報収集による正確な事実の把握 

    正確な事実関係を把握するために、速やかに関係学生や教職員、保護者等の第三者から

も事実確認等を行い、校長の指示のもとに教職員間で連携して「いじめの発見・通報を受

けた時の迅速な対応チェックリスト（様式 2）」に基づき対応していきます。事実確認を行

う場合は、複数の教職員で対応することを原則とし、当事者のプライバシーや個人情報等

の取り扱いに十分注意を払います。 

  ⅳ）関係する保護者への説明と機構本部への連絡と相談 

    事実確認の結果は、事案の認知から２４時間以内に「高専機構本部いじめ対応支援チー

ム」に報告のうえ、支援・指導・助言を得るとともに、関係する保護者にすべての事実を

伝え、今後の学校の対応方針に理解を求め、協力を要請します。 

    いじめが犯罪行為と認められる場合は、所轄警察署に相談して対処します。 

 

 

Ⅱ．問題解決のための適切な指導と支援 

いじめ対策委員会では、事実確認した情報を一元化し、いじめの全体像を把握してか   

ら対応方針や指導方針を検討し、いじめを受けた学生やいじめを行った学生に対する適切な

指導や支援を行うとともに、いじめを再び起こさないための学校づくり、集団づくりに取り

組みます。それらの内容を関係する保護者に説明し、指導方針や支援方針の具体策を提示し、

再発防止への協力を要請します。 

なお、学生の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警

察署に通報し、適切に援助を求めます。 

 

  ⅰ）いじめを受けた学生や保護者への支援 

   ＜学生に対して＞ 

   ・ 事実確認とともに、いじめを受けている学生の立場に立ち、学生の気持ちを受容的・

共感的に受け止め、心の安定を図ります。 

   ・ 事実を正直に言えない場合や認めたくない場合は、最後まで全力で守り通す姿勢を示

すとともに、できる限り不安を除去し、心身の安全を保障します。 

   ・ 学生相談室やスクールカウンセラー、関係機関との連携を図り、心のケアに努めます。 

   ・ 学生の意向を考えながら、必要に応じて学校生活への配慮を行います。 

   ＜保護者に対して＞ 

   ・ 保護者の心情に配慮しながら誠意をもって対応します。家庭訪問等で保護者に事実関



係を正確に説明します。 

   ・ 学校や学寮で安心して生活できるように約束するとともに、学校の指導・支援方針を

伝え、今後の対応と経過について、継続して保護者と連携を取りながら、解決に向かっ

て取り組みます。解決したとみられる場合でも、継続して十分な注意を払い、折に触れ

必要な支援を行います。 

  ⅱ）いじめを行った学生への指導・支援や保護者への助言 

   ＜学生に対して＞ 

   ・ 学生が抱える課題など、いじめの背景にも目を向けて事実確認を行います。 

   ・ いじめを受けた学生の気持ちを考えさせ、いじめが他者に人権を侵す行為であること

に気付かせ、自らの行為の責任を自覚させる指導を行います。しかし、すべてが厳しい

指導を要するとは限らず、「いじめ」という言葉を使わず指導することもあります。例え

ば好意から行った行為が意図せずに相手側の学生に心身の苦痛を感じさせてしまったよ

うな場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐにいじめを行った学生が謝罪し教職員の

指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、柔軟な対応に

よる指導も行います。 

   ・ 集団によるいじめの場合、集団内の力関係や個々の言動を正しく分析して指導します。 

   ・ 学生の安心・安全・健全な人格の発達に配慮しつつも、いじめの状況に応じて、懲戒、 

退寮、特別指導のほか、さらに警察との連携による措置を含め、毅然とした対応を取り

ます。その際、学生のプライバシーや個人情報等の取り扱いには十分注意します。 

   ・ いじめの要因や背景を踏まえ、継続的に立ち直りに向けた指導や支援を行います。 

   ＜保護者に対して＞ 

   ・ 正確な事実を伝え、保護者の思いも聞きながら、いじめが許されないことを理解でき

るよう、学校と保護者が連携して、以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求め

るとともに、今後の関わり方などについて、保護者と一緒に考え、継続的に助言を行い

ます。 

   ・ 学生が同じことを再び繰り返さないよう、学校と保護者が連携して学生を育てていく

姿勢で対応します。 

 

ⅲ）周りの学生たちに対しての働きかけ 

   ・ 当事者だけの問題にとどめず、いじめを見ていた学生等にも自分の問題として捉えさ

せ、いじめを抑止する仲裁者になることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよ

う指導します。 

   ・ はやし立てたり、同調したりしている学生に対しては、それらの行為はいじめに加担

していることを理解させるよう指導します。 

   ・ 必要に応じて、学級や学年、学寮、学校全体の問題として考え、「いじめは人間として

絶対に許されない」という意識を学生たちに広げ、再発防止へ向けた指導を行います。 

ⅳ）経過観察と再発防止に向けた継続した指導 

   ・ いじめが解消していると見られる場合でも、引き続き保護者と連携しながら学生の経

過観察を行い、少なくとも３か月間は継続的に「いじめ対策委員会」で課題等の検討と

事後指導の評価を行い、追加の支援や指導を行います。 

   ・ いじめを受けた学生、いじめを行った学生双方に学生相談室やスクールカウンセラー、

関係機関の活用を含め、継続的な指導や支援を行います。特に、いじめを受けた学生が

心身に苦痛を感じていないか留意します。 

   ・いじめが解消した状態で 3か月以上が経過した時点で、いじめ対策委員会においていじ

め事案に関する最終報告を行います。 

・ いじめ対策委員会は最終報告を基に、事例を検証し、再発防止・未然防止のために日

常的な取組みや学生指導体制を見直し、ＰＤＣＡサイクル（学校いじめ防止等基本計画

別紙「いじめ防止等の流れ」）で再構築していきます。 

 

３．インターネット上のいじめへの対応 
  インターネット上で発信された情報の流通性、発信者の匿名性等、情報の特性を踏まえ、



インターネットを通じて行われるいじめを防止し、適切に対処することができるよう、保護

者と緊密に連携・協力することが不可欠であり、双方で指導を行います。 

 

  ⅰ）早期発見・早期対応のために 

    インターネット上の不適切な書き込みについては、被害の拡大を避けるため、速やかに

削除する措置をとります。措置をとるに当たり、必要に応じて法務局や地方法務局、警察

等の専門機関に相談・通報し、適切に援助を求めます。 

 

  ⅱ）事案解決後の対応 

    書き込みを削除できた場合でも、書き込みされた内容のキャッシュ（検索エンジンが検

索結果を表示するための索引を作る際に検索にかかった各ページの内容を保存したもの）

が残っているため、少なくとも３か月間はインターネット上の書き込み状況の経過をみる

ようにし、いじめ対策員会に報告を行います。 

 

４． 重大事態への対処 
   生命又は身体の安全が脅かされるような重大な事案が発生した場合、速やかに高専機構

本部や警察等の関係機関に報告する。また、いじめ対策委員会の下、即座に事案対処チー

ムを設置し、本校危機管理委員会及び関係機関と連携を図りながら重大事態に迅速に対応

します。 

   いじめ対策委員会は、事実関係を明確にするための調査が必要となった場合には、あら

かじめ高専機構本部の承諾を得てから調査を実施し、その調査結果をいじめを受けた学生

及びその保護者に対して、情報を適切に提供します。また、その調査結果の報告を受けた

高専機構本部が、重大事態の対処または同種の事案の発生の防止のために必要があると認

めた場合は、第三者で構成する重大事態再調査委員会を設置し再調査を実施します。 



被害を受けている本人 友人 保護者 教職員 地域

学生主事、寮務主事、学生相談室長

いじめの覚知

口頭、電話、メール、アンケート調査など

いじめ対策委員会

早期発見、早期対応、解消・解決のため
に組織的に方針を決定し実行する

情報集約：主事補や相談室員、担任などと連携
概要をまとめ報告「いじめ懸案事項報告書」

いじめの認知

・情報共有
・対処方針の決定
・事案対処チーム設置

校長、学生主事、寮務主事、学生相談室長、修学支援室長、学生副主事、寮務副主事、
学生課長、専門家

事実の把握

関係者の
指導・支援・連携

事後指導

★迅速な初動対応と組織的対応

・被害学生・保護者への説明
・加害学生・保護者への説明
・保護者との協力関係づくり

説明

連携

★丁寧な事実確認・聞き取り

★被害者に寄り添った伴走型の支援

・被害学生の保護、ケア、
支援

・加害学生への指導等
・周囲の学生への指導
・クラス、学年、学寮等への
全体指導、継続的な見守り

ケア
指導

★被害者の苦痛を徹底的に排除

高専機構本部
いじめ対応支援チーム

★いじめ発覚後24時間以内に速報

報告

支援、指導、助言

いじめの解消と再発防止のためのフロー図

重大事態

【対応フロー参照】

再発防止に
向けての
取り組み

①事案対応における振り返り・分析
②被害・加害学生のアフターケア
③特別活動等での人権教育における全体指導
④寮生全体への指導

★十分な検証と実例に基づいた研修、次に活かす

【情報共有・報告先】
学校内（学寮を除く）で懸案事項を認知したとき
➡ 学生主事

学寮内で懸案事項を認知した時
➡ 寮務主事

保健室、学生相談室で懸案事項を認知したとき
➡ 学生相談室長

★プライバシーや個人情報の保護に注意

早期発見・事案対処マニュアル
別紙



被害学生
保護者

舞鶴工業高等専門学校

いじめ対策委員会

事実の把握

法第２８条調査

尊厳の保持、再発防止のために、
事実関係を明確にする調査

高専機構本部
いじめ対応支援チーム

重大事態と判断 再調査の必要性を判断

高専機構本部
舞鶴工業高等専門学校

重大事態再調査委員会
（第三者委員会）

法第３０条調査

事態への対処、再発防止のため
に、法第２８条調査の
調査結果を再調査

調査結果の再調査

★いじめを受けた学生・保護者の意向を
踏まえた適切な調査

★いじめを受けた学生の
生命及び心身の保護が最優先

報告
★連携して迅速に対応

法第２８条調査 調査結果報告

答申諮問

調査結果
報告

意見 意見
意向確認

重大事態への対応フロー図



別紙 1 

 

いじめの態様のチェックリスト 
 

チェック項目１ 

 以下の事例に当てはまる（該当する項目に☑複数可） 

 

□１ 冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる。  

□２ 仲間外れ，集団による無視をされる。  

□３ 軽くぶつかったり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする。  

□４ ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする。  

□５ 金品をたかられる。  

□６ 所有物を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする。  

□７ 嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする。  

□８ 上記７の様子を撮影される，他者に送信される。  

□９ パソコン・スマホ等で誹謗中傷や嫌なこと，無視をされる。 

 

上記の項目に 1つでも☑が入れば、いじめの態様の類型であるとしてチェック項目２へ進む 

 

チェック項目２ 

＜本人の状況＞ 

□１ 被害学生が心身の苦痛を感じていると訴えがある。 

□２ 被害学生本人は否定しているが，客観的にみて心理的又は物理的な影響を与える行 

為にあてはまる。 

□３ １及び２には該当しないが、次のアからエに」に該当する 

□ア 学生の表情や様子をきめ細かく観察すると気になるところがある。 

□イ 直接関連はないがネガティブな言動がある 

□ウ 友人関係の悪化が懸念される 

□エ その他（                          ） 

 

 

 

 

チェック項目２の＜本人の状況＞１又は２に該当する場合は、「いじめ案件」として即時にい

じめ対策委員へ報告する。 

 

  学校内外、課外活動、授業中、放課後などの場合 ⇒ 学生主事 

  寮内および寮監勤務中の場合          ⇒ 寮務主事 

  学生相談室で相談を受けた場合         ⇒ 学生相談室長 

 

チェック項目２の＜本人の状況＞３に該当する場合は、いじめに発展する懸念事項として該

当のいじめ対策委員へ報告する。 

 

  学校内外、課外活動、授業中、放課後などの場合 ⇒ 学生主事 

  寮内および寮監勤務中の場合          ⇒ 寮務主事 

  学生相談室で相談を受けた場合         ⇒ 学生相談室長 

 

  



                                

別紙 2 

いじめ早期発見、未然防止チェックリスト 
 

現時点ではいじめと認定はできないが、今後いじめに発展する可能性がある学生について 

 

① 学生にいじめに発展しそうな場合の相談窓口を周知したか？ 

 

下記のいずれか、または全部で相談を受け付けていることを紹介する 

  □ア 学級担任 

  □イ 学生相談室 

  □ウ 寮務主事・主事補 

  □エ KOSEN 健康相談室 

 

② 該当する教職員への経過観察の依頼をしたか？ 

 

下記のうち、特に関連が深い教職員への経過観察の依頼を実施する 

  □ア 学級担任 

  □イ 教科担当者、部活顧問 

  □ウ 研究指導教員 

□エ 寮務関係教員 

□オ 学生相談室員 

 

 ③ 周囲への啓発、指導を実施したか？ 

 

  当事者のプライバシーや個人情報等の取り扱いに十分注意を払い、被害学生への被害が拡大

しない形での周囲への啓発、指導を行う、または依頼する。 

   □ア ショートホームルーム（担任が実施） 

   □イ 部活のミーティング（顧問が実施） 

   □ウ 研究室ゼミ（指導教員が実施） 

   □エ 寮内イベント（寮務主事、主事補が実施） 

   □オ その他（いじめ対策委員たる学生主事、主事補等が実施） 

 

 ④ フォローアップを実施したか？ 

 

  上記のいじめに発展しないための未然防止の実施に加え、懸念事項に対する対処を実施し、

一定期間経過後（概ね 1週間をめど）にフォローアップの実施し、当面の間の懸案が解消され

たかについて確認を行う。 

   □ア 担任による声掛け、様子の報告 

   □イ 教科担当、部活顧問、指導教員の声掛けからの様子の報告 

   □ウ 学生相談室員による面談実施 

 

 ⑤ その他  

 

  事例に応じて、学生主事、寮務主事、学生相談室長は、副主事、主事補、相談室員に対して該

当学生に対する業務を依頼することができる。 

  また、必要に応じて心理、福祉、法律の専門家に相談することができる。 

 

 ⑥ いじめ懸案事項報告書を作成し、いじめ対策委員会で情報共有をはかったか？ 

  



（様式 1） 

いじめ懸案事項報告書 
 

 

いじめ対策委員会 委員長 殿 

 

いじめに発展しそうな懸案事項について、下記のとおり対処しいじめの未然防止につとめま

したので報告します。 

記 

 

発見・認知日時     年     月     日     時    分ごろ 

 

発見者・認知者        部門・学科                   

 

  （簡単な概要）                                

 

対応委員 

 

□ 学生主事  □ 寮務主事  □ 学生相談室長 

 

具体的対処の概要 （実施したものにチェック） 

 

□ 学生にいじめに発展しそうな場合の相談窓口を周知した 

 

□学級担任  □学生相談室  □寮務主事  □KOSEN 健康相談室 

 

□ 該当する教職員への経過観察の依頼をしたか？ 

 

□学級担任   □教科担当者   □部活顧問   □研究指導教員 

 

□寮務関係教員 □学生相談室員  □その他             

 

□ 周囲への啓発、指導を実施した 

 

（概要）                                  

 

実施日   年   月   日  実施担当           

 

□ フォローアップを実施した 

 

（概要）                                  

 

実施日   年   月   日  実施担当           

 

以上 

 

報告日     年    月    日 

 

報告者                 

 



様式 2 

 

いじめの発見・通報を受けた時の迅速な対応チェックリスト 
（認知から 24時間以内） 

 

① いじめの発見・通報を受けた日時、確認者の確認 

 

発見・認知日時     年     月     日     時    分ごろ 

 

発見者・認知者        部門・学科                   

 

  （簡単な概要）                                

 

② 被害学生の安全は確保されているか？ 

 

③ 事案対処チームは設置したか？  

 

あ） 事案対処チームの構成は適切か？ 

い） 現段階で事案対処チームに専門家は必要か？ 

う） 誰がチームリーダーとして陣頭指揮をとるか？ 

 

④ 事案対処チームによる下記の関係者への事実確認を実施したか？ 

 

□ 関係学生 

□ 関係する教職員 

□ 保護者等の第三者 

 

⑤ 事案対処チームが事実確認を行う場合は、複数の教職員で対応したか？ 

 

⑥ 当事者のプライバシーや個人情報等の取り扱いに十分注意割れているか？ 

 

⑦ 事実確認が未実施の場合、いつ事実確認を行う予定か？ 

 

⑧ 警察等への通報が必要な案件か？ 

 

⑨ 問題解決のための適切な指導と支援へむけた「学校いじめ対策委員会」の開催予定および事

案対処チームの活動予定は立てられているか？ 

 

⑩ 「高専機構本部いじめ対応支援チーム」への 24時間以内の報告期限はいつか？ 

（高専機構本部への報告期限） 

 

     年     月     日     時    分ごろ 

 

⑪ 事案確認から 24 時間以内に「高専機構本部いじめ対応支援チーム」に報告や支援指導助言

を求めたか？ 
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